
令和６年                花巻市議会定例会請願陳情文書表          第  ４  回   （令和６年１２月６日）  
受  付  番  号  第８号  請願  受 理 年 月 日 令和６年１１月２８日  
件     名  「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の廃止及び実効性のある学校の働き方改革を求める意見書の提出を求めるこ

とについて  
提 

出 

者  花巻市四日町３丁目１３－１０   岩手県教職員組合花北遠野支部    支部長  平  野    薫    外１名  
紹

介

議

員 
 阿  部  一  男  議員  
久保田  彰  孝  議員  
本  舘  憲  一  議員  

要                      旨  
請願趣旨   今、学校現場では、教員希望者の減少に加え、病気休職者の増加や早期対象者の増加
など、深刻な教職員不足により子供たちの豊かな学びを保証するためには、教職員の勤

務環境の改善、とりわけ長時間労働の是正が喫緊かつ最大の課題です。   昭和４６年に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別
措置法」（以下「給特法」）では、教員の勤務と勤務態様に特殊性があるとして、一律に

給与月額の４％を教職調整額として支給し、時間外勤務手当を支給しないことが定めら

れています。しかし、実質的には教職調整額総合額以上の残業をしている実態があるこ

とから、適正な時間外勤務手当が支給されるべきです。さらに、令和６年４月には、猶

予期間が設けられていた５業種に労働基準法に基づく時間外労働の上限規制が適用さ

れ、社会全体が勤務時間の適正化に向かう中、「給特法」適用の教員については勤務時間

の改善が行われないまま放置されています。   令和６年８月、中央教育審議会は「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確
保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）」を文部科学大臣に手交しま

した。「学校の働き方改革の更なる加速化、学校の指導・運営体制の充実、教師の処遇改

善」が示されましたが、教職員の健康と福祉を守るための具体的な業務削減策は不十分

であり、教職調整額の増額では長時間労働の是正にはなりません。   よって、国においては、教職員の勤務環境の改善を進め、教職員が一人一人の子供に
十分向き合える環境の整備と子供たちの豊かな学びを保証するため、次の措置が講じら

れるよう、地方自治法第９９条の規定に基づき国の関係機関への意見書提出を請願いた

します。   
請願事項  
１．「給特法」を廃止し労働基準法を完全適用すること。  



 

２．実効性ある学校の働き方改革を進める観点から、国として具体的業務削減策を示す

こと。                                     
付託委員会  文教福祉常任委員会  審  査  結  果   


